
一般財団法人 電力中央研究所の報告書の提出について 

審査資料「東海第二発電所「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者

の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術

的能力に係る審査基準」への適合状況について」を補足する内容として一般

財団法人 電力中央研究所の報告書を添付の通り提出します。 

本資料のうち，   は商業機密又は
核物質防護上の観点から公開できません。

  資料番号：SA 技-21-13 改 0  

平成 29 年 10 月 30 日 

日本原子力発電株式会社 






































































































